
 

「救急隊員の健康管理のためにコンビニエンスストア等の

利用について」ご理解を 

 

救急隊は、連続した出動や長時間に渡る活動により、定められた時刻に休憩す

ることができず、食事を摂る時間も無いことがあります。 

このような救急隊の就労環境を改善するため、救急隊員の水分補給や食事を目

的としたコンビニエンスストア等の利用を認めることとしました。 

コンビニエンスストア等に立ち寄った際は、救急活動との区別をするため、救

急車にコンビニエンスストア等利用中であることを示すパネルを掲示するとと

もに、救急出動要請があれば直ちに出動できる体制を整えます。 

市民の皆様にはご理解のほどよろしくお願いします。 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

  安房郡市消防本部 

コンビニエンスストア等利用中 


